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日々の歩みは、町民皆さまの将来のために。

伊奈町議会議員

令和7年12月定例会号仲島
会期 令和7年11月26日から令和7年12月11日 (16日間)

令和7年12月(第4回)定例会

定例会は、３ヶ月毎(6月、9月、12月、3月)に招集され、年4回行われます。
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ご挨拶
新しい年を迎え、町民の皆さまには健やかにお過

ごしのこととお慶び申し上げます。日頃より町政なら
びに議会活動に対し、温かいご理解とお力添えを賜
り、心より感謝申し上げます。町政は、私たちの暮ら

しに直結する身近なものでありながら、その議論の過
程や背景が見えにくい部分も少なくありません。だか

らこそ、一つひとつの議案や質疑について、町民の皆
さまに分かりやすくお伝えすることが、議員としての

大切な責務であると考えています。新しい年のスター
トにあたり、これまで以上に現場の声に耳を傾け、数

字や制度の裏側まで丁寧に確認しながら、町民皆
さまの暮らしにとって何が本当に必要かを問い続けて

まいります。この町政レポートが、町政を身近に感じ
ていただく一助となれば幸いです。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

12月議会に提出された議案などの概要報告となります。議案などの概要報告
この定例会で提出された議案は、21件です。 全て原案とおり可決されました。

◎町総合センター指定管理者の指定について
今後5年間どのような体制で
運営するかを決定する議案です。
既存事業者2者による安定した
運営実績に加え、新たに伊奈町
商工会が参画することとなりました。
これにより地域連携強化や地域経済との接点拡大
が期待できます。更なる町民サービス安定と施設価
値の向上につながるものです。共同事業体「伊奈パ
ブリックパートナーズ」が指定管理となります。

◎令和7年度伊奈町一般会計補正予算
(第9号) → 新庁舎建設費用増額によるもの
急激なインフレにより賃金水準や材料費が高騰
し、金額の見直し(インフレスライド条項)が発生し、
その増額に対応する議案です。増額は約2.8億円
で、現段階での建設費総額は、約63.7億円とな
ります。スケジュールですが、第Ⅰ期工事完成は令
和9年8月です。その後移転準備を経て、令和10
年1月から開庁を予定しています。
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・志久駅エレベータ工事の入札不調が続いており
ましたが、工事請負契約に関する議案もありました。
完成予定は、令和9年3月19日です。

◎町立図書館指定管理者の指定について
町立図書館の指定管理者を決定する議案です。
町立図書館の運営を民間専門
事業者に委ねるためのものです。
なお、町立図書館は、新庁舎へ
移転予定であるため、通常期間とは
異なり今回は1年契約となります。指定管理者は、
株式会社図書館流通センターとなります。

Q:インフレスライド条項とは?
A:契約後に物価や人件費が大きく上昇
した場合、その影響を反映して契約金額を
見直せる仕組みです。工事の中断や品質
低下を防ぐための安全策です。
(これは、国が定めた公共工事の契約ルールに基づく仕組み
で、費用負担は、工事発注者である自治体です。)



一般質問 12月に行った一般質問概要について一部をお知らせいたします。

Q:自転車通学基準の見直しに向けた「検討を始め
る段階」に進むことは可能か。
A:通学路の安全性の検証、学校ごとの立地条件
や地域特性の把握、交通量や道路環境に関する
調査、さらには保護者や地域、関係機関との調整
など、多くの課題を整理する必要があると捉えている。
これらの前提が十分に整わない現状において、基準
見直しの検討に着手することは、現実的ではないと
判断している。
Q:昨今の酷暑・熱中症リスクを踏まえたうえで、長
距離徒歩通学の在り方を見直す考えはあるか。
A:学校や地域、保護者、関係機関と連携を図りな
がら長距離徒歩通学の在り方については、総合的
に判断する。 12月一般質問の内容や議場の

様子はネット 配信で確認できます。
二次元バーコードからどうぞ!

Q:令和6年度における町立中学校の自転車
通学者数を学校別に伺う。
A:伊奈中1名、小針中108名、南中0名
である。
Q:学校ごとの自転車通学基準を伺う。
A:伊奈中「直線距離で2㎞以上」、小針中「概ね
2.3㎞」、南中「原則徒歩通学」となっている。保険
加入、ヘルメット着用義務、交通ルールの遵守などが
あり、学校長が許可している。健康上の理由等の場
合は、特例がある。
Q:伊奈中と小針中の300mの差は、地域差で片づ
けるには根拠が弱い。この差をどの様に合理的に説明
するのか。
A:伊奈中は地図上の円で直線2㎞を示し、小針中
は地図道路上に許可エリアを示し概ね2.3㎞を目安
として判断している。学校毎の通学路実情に応じ、
総合的に判断している。
Q:各学校の自転車許可基準が
制定された年月日はわかるか。
A:2中学校に問い合わせたところ、
2中学校とも制定された年月日は
不明である。
Q:学校ごとの自転車通学基準の周知方法等は。
A:伊奈中では、新入生保護者説明会にて資料配
布及び担当職員からの説明。小針中は、新入生保
護者説明会、入学後の自転車通学説明会において
資料配布及び担当職員から説明。南中では、周知
されていない。

＜中学校における自転車通学許可基準と安全対
策の見直し＞答弁者:教育次長

伊奈町議会議員仲島ゆうた プロフィール
お困りのことがございましたら是非ともお声がけください。行動力には自信があります。

●昭和４２年７月２６日生まれ 丸山地区(小室在住)

●埼玉県立浦和北高等学校卒業

●トヨタ学園日本自動車整備専門学校卒業

●自動車整備専門学校技術教員経験   

●NPO法人IBDネットワーク 就労特任理事

●総務建設産業常任委員会 副委員長 ●議会運営委員会

●丸山地区自主防犯部長及び地域防犯推進委員

●伊奈町消防団 第一分団所属

●「私のふるさとは伊奈町です。」と胸を張って言える様なまちづくりを目指しています。

●妻(看護師)、長女、長男、愛猫の茶々丸( )、のん( )   

あなたのお力をお貸しください!! 応援よろしくお願いいたします。

私と伊奈町について考えてくださる「世話人」募集
連絡先:090-7429-3757

 
n42.yuta930.kagayaku.inatown@gmail.com
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Q:県立伊奈学園中学では許可基準
がHPに公表されている。町立中学でも
基準を公開することは可能か。
A:公開の必要性についての検討を各
中学へ依頼する。

《主な活動内容例》
・町政レポートなど読んだ感想の共有

・散歩･買い物途中で気づいた地域の変化の共有

・道路や公園、身近な環境についての気づきの共有

・地域行事や集まりでの情報交換

・困っている方がいるときの声かけやつなぎ役
・日常的なお話や交流など

・会話をしながら一緒に町政レポートのポスティング など

愛猫「のん」です

携帯電話:090-7429-3757

◎仲島ゆうたの活動を支える世話人募集◎
私は、議会活動だけでなく、日々の暮らしの中で
感じる声を大切にしています。町のことを一緒に話
し合い、身近な気づきを教えてくださる方を募集し
ています。無理のない範囲で、地域の様子を共有
していただく「世話人」のような立場です。伊奈町を
思う気持ちを大切に、ゆっくり、無理なく関わってい
ただける方とのご縁を大切にしたいと考えています。

ご関心のある方は、是非、下記の携帯電話またはメールアドレスまで
ご連絡ください。
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